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第51号( 1 )

１
２
・
３
全
労
連
・
東
京

地
評
争
議
支
援
総
行
動
が
12

月
３
日
（
木
）
、
全
国
か
ら

28
の
労
働
組
合
や
争
議
団
が

参
加
し
、
「
①
す
べ
て
の
争

議
の
早
期
全
面
解
決
を
！
②

裁
判
所
・
労
働
委
員
会
は
公

正
な
判
断
を
お
こ
な
え
！
③

許
す
な
労
働
法
制
大
改
悪
、

な
く
そ
う
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
！

④
戦
争
法
廃
止
！
安
倍
内
閣

退
陣
！
⑤
憲
法
を
職
場
と
く

ら
し
に
活
か
そ
う
！
」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
て
、
関
係

各
社
や
厚
生
労
働
省
、
裁
判

所
前
な
ど
で
宣
伝
や
申
し
入

れ
、
要
請
行
動
を
終
日
取
り

組
み
ま
し
た
。

電
機
・
情
報
ユ
ニ
オ
ン
熊

本
支
部
は
、
総
行
動
に
毎
回

エ
ン
ト
リ
ー
し
、
３
人
（
柳

瀬
強
、
松
永
政
美
、
柴
田
勝

之
）
の
解
雇
撤
回
を
求
め
て

い
ま
す
。

松
平
晃
さ
ん
（
Ｎ
Ｅ
Ｃ
Ｏ

Ｂ
）
が
吹
く
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト

が
豊
洲
ビ
ル
街
に
響
き
わ
た

り
、
ル
ネ
サ
ス
エ
レ
ク
ト
ロ

ニ
ク
ス
本
社
前
で
の
社
前
行

動
が
始
ま
り
ま
し
た
。

全
労
連
の
根
本
隆
副
議
長

が
主
催
者
あ
い
さ
つ
を
行
い
、

「
ル
ネ
サ
ス
は
リ
ス
ト
ラ
を

止
め
て
、
雇
用
と
地
域
経
済

を
守
れ
。
３
人
を
職
場
に
戻

せ
」
と
訴
え
ま
し
た
。

米
田
徳
治
中
央
執
行
委
員

長
が
連
帯
あ
い
さ
つ
し
、

「
職
場
の
自
由
と
民
主
主
義

を
守
り
、
雇
用
と
地
域
経
済

を
守
ろ
う
」
と
呼
び
か
け
ま

し
た
。

熊
本
か
ら
参
加
し
た
柴
田

勝
之
さ
ん
（
熊
本
支
部
委
員

長
）
は
、
「
会
社
は
団
体
交

渉
に
応
じ
る
べ
き
だ
。
勝
利

す
る
ま
で
た
た
か
い
続
け
る
。

直
接
雇
用
を
勝
ち
取
り
た
い
」

と
決
意
を
述
べ
ま
し
た
。

社
前
行
動
後
、
根
本
隆
副

議
長
、
柴
田
勝
之
さ
ん
ら
５

人
の
要
請
団
は
、
ル
ネ
サ
ス

が
準
備
し
た
会
議
室
で
要
請

交
渉
を
行
い
ま
し
た
。

要
請
団
は
要
請
書
を
手
交

し
、
「
解
雇
か
ら
７
年
間
も

の
年
月
が
経
過
し
た
。
現
地

（
熊
本
）
で
話
し
合
い
を
持

ち
、
争
議
解
決
を
は
か
り
た

い
。
ル
ネ
サ
ス
本
社
か
ら
も

後
押
し
を
お
願
い
し
た
い
」

と
要
請
し
ま
し
た
。

第 ５ １ 号 の 紹 介

１面 １２・３全労連・東京地評争議支援総行動

２面 日立リストラかながわ対策会議を結成

米田委員長メッセージ41

３面 運動も組織も前進 大阪支部結成大会

シャープ亀山で宣伝 ～ 湯の山温泉で交流

４面 交流のひろば、告知板

話
し
合
い
で
争
議
解
決
を

勝
利
す
る
ま
で

た
た
か
い
続
け
る

ル
ネ
サ
ス
本
社
前
の
要
請
行
動

ルネサス（当時ＮＥＣセミコン）重層偽装請負争議

２００８年末から０９年、ＮＥＣセミコンダクターズ九州・山口

（株）の熊本錦工場（現ルネサスセミコンダクタパッケージ＆テス

トソリューションズ㈱錦工場）で働いていた３人（柳瀬強さん、松

永政美さん、柴田勝之さん）は、「生産縮小のため」という理由で

一方的に解雇されました。

柳瀬さんら３人は、構内物流の業務を４年６ヵ月から６年３ヵ月

の間担当し、正社員同様に働いていました。

その業務は、セミコン→Ｎロジ→日通→人吉急便へと順次に請負

われ、いわゆる重層の偽装請負となっていました。

熊本労働局は、この業務形態を職安法４４条及び労働者派遣法２

４条、中間搾取を禁じた労基法６条違反と認定しました。

しかし、３人が解雇撤回を求めた裁判では、熊本地裁、福岡高裁

は不当判決を下し、最高裁は棄却・不受理という決定を行いました。

柳瀬さんら３人はこの７年間、「労働者をモノ扱いにする不当解

雇は許せない」との決意を燃やし続け、電機・情報ユニオンに加入

して、不当解雇の撤回・職場復帰をめざしています。


